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木
造
住
宅
耐
震
診
断
等
経

費
補
助
制
度

木
造
住
宅
の
耐
震
化
を
行
う
た
め
の
耐
震

診
断
や
耐
震
改
修
、
耐
震
建
替
え
の
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
事
業
お
よ
び
補
助
金
額

耐
震
診
断

　
耐
震
診
断
士
が
行
う
、
住
宅
の
耐
震
性

の
診
断
費
用
の
３
分
の
２
に
相
当
す
る
額

（
上
限
６
４
、０
０
０
千
円
）

 

耐
震
補
強
改
修
工
事（
補
強
計
画
策
定
を

含
む
場
合
）

　
耐
震
診
断
の
結
果
、
補
強
の
必
要
が
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
住
宅
に
耐
震
補
強
設
計

を
行
い
、
耐
震
改
修
工
事
で
地
震
に
対
す

る
安
全
性
を
確
保
す
る
場
合
に
、
耐
震
改

修
工
事
費
用
の
５
分
の
４
に
相
当
す
る
額

（
上
限
１
０
０
万
円
）

 

耐
震
建
替
え
工
事

　
耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
改
修
が
必
要

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
住
宅
を
解
体
し
、

同
一
敷
地
内
に
新
た
に
一
戸
建
て
住
宅

を
新
築（
省
エ
ネ
基
準
適
合
住
宅
で
あ
る

こ
と
）す
る
場
合
に
、
建
替
え
前
の
住
宅

の
床
面
積
に
１
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り

２
２
、５
０
０
円
を
乗
じ
た
額
の
２
分
の

１
に
相
当
す
る
額（
上
限
１
０
０
万
円
）

 

耐
震
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
制
度

　

県
の
認
定
を
受
け
た
耐
震
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
と
市
職
員
が
自
宅
に
伺
い
、
住
宅
の

耐
震
に
関
す
る
補
助
制
度
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。
費
用
は
無
料
で
す

対
象
住
宅

　

市
内
に
あ
る
木
造
住
宅（
伝
統
的
構
法

ま
た
は
在
来
軸
組
構
法
の
も
の
）で
昭
和

56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
ま
た
は
完
成

し
た
地
上
２
階
建
て
以
下
の
も
の
で
、
賃

貸
を
目
的
と
し
な
い
も
の

対
象
者

　
対
象
建
築
物
の
所
有
者
な
ど

※�

耐
震
診
断
を
行
う
前
に
市
に
必
ず
相
談

く
だ
さ
い

※�

補
助
金
を
申
請
し
、
交
付
決
定
を
受
け

る
前
に
工
事
や
業
務
に
着
手（
契
約
や

解
体
、
確
認
申
請
な
ど
の
手
続
き
を
含

む
）し
た
も
の
は
補
助
の
対
象
外
。
ま

た
、
原
則
、
令
和
６
年
２
月
上
旬
ま
で

に
完
了
報
告
で
き
る
も
の
が
対
象
で
す

※�

こ
の
ほ
か
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
補

助
制
度

�

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
・
転
倒
に
よ
る

事
故
の
防
止
、安
全
性
の
確
保
を
目
的
に
、

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
工
事
に
か
か
る
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補 

助
金
額
…
市
が
確
認
し
た
撤
去
の
対
象

と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
に
か
か

る
工
事
費
用
の
２
分
の
１
、
ま
た
は
撤

去
面
積
１
㎡
あ
た
り
１
万
円
を
乗
じ
た

額
の
２
分
の
１
の
い
ず
れ
か
低
い
額

（
上
限
20
万
円
）

対
象
要
件
…
市
内
小
学
校
の
通
学
路
に
面

　
し
、
地
面
か
ら
の
高
さ
が
80
㎝
以
上
の　

も
の

※�

申
請
の
前
に
市
に
事
前
相
談
書
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
事
前
に

市
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

※�

補
助
金
を
申
請
し
交
付
決
定
を
受
け
る

前
に
工
事
に
着
手（
契
約
や
解
体
、
確

認
申
請
な
ど
の
手
続
き
を
含
む
）し
た

も
の
は
補
助
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
原
則
と
し
て
令
和
６
年
２
月
上

旬
ま
で
に
完
了
報
告
で
き
る
も
の
が
対

象
で
す

※�
こ
の
ほ
か
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

〜
危
険
な
空
き
家（
不
良
住
宅
）の
解
体

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
〜

空
家
等
除じ

ょ
き
ゃ
く却

費
補
助
金

　
空
き
家
を
放
置
す
る
と
、
地
域
住
民

の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
り
ま
す
。
市
は
、
空
き
家
の
解

体
を
促
進
す
る
た
め
、
周
辺
に
影
響
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
不
良
住
宅
の
解

体
を
行
う
方
に
、
工
事
費
の
２
分
の
１

以
内（
上
限
50
万
円
）を
補
助
し
ま
す
。

補
助
の
対
象
と
な
る
空
き
家
…

●
市
内
の
空
き
家
で
、「
不
良
住
宅
」（
居

住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適

切
な
住
宅
）ま
た
は
「
特
定
空
家
等
」

の
認
定
を
受
け
た
も
の

●
所
有
権
以
外
の
権
利
が
設
定
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
当
該
権
利
を
有
す
る
者

か
ら
当
該
空
き
家
等
の
解
体
に
つ
い
て

同
意
を
得
て
い
る
も
の

※
こ
の
ほ
か
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す

補
助
の
対
象
と
な
る
方
…

次
の
①
・
②
を
満
た
す
方

①
空
き
家
ま
た
は
そ
の
土
地
の
所
有

者
、
３
親
等
以
内
の
親
族
、
後
見
人

等
、
②
市
税
に
滞
納
が
な
い
方　
※
補

助
金
の
申
請
を
考
え
る

方
は
、
建
築
住
宅
課
住

環
境
係（
☎
０
２
８
８

（
21
）５
１
６
４
）に
ご

相
談
く
だ
さ
い

住 
宅 

関 

係 

補
助
制
度
を
利
用
し
よ
う

く
わ
し
く
は　
建
築
住
宅
課　
建
築
指
導
係　
☎
０
２
８
８（
21
）５
１
９
７
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下
水
道
に
つ
い
て

ル
ー
ル
を
守
っ
て
使
い
ま
し
ょ
う

・�

油（
食
用
油
・
機
械
油
）や
野
菜
く
ず
、

ビ
ニ
ー
ル
製
品
、
シ
ン
ナ
ー
な
ど
を
流

さ
な
い

・�

ト
イ
レ
で
は
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
の

み
を
使
用
す
る

・�

マ
ン
ホ
ー
ル
や
汚
水
ま
す
に
雨
水
や
ご

み
、
土
砂
な
ど
を
流
さ
な
い

・�

汚
水
ま
す
な
ど
は
、
月
１
回
程
度
ふ
た

を
開
け
て
点
検
や
掃
除
を
行
う

　
浄
化
槽
に
つ
い
て

浄
化
槽
の
維
持
管
理
は
適
切
に

　
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
は
保
守
点
検
と

清
掃
、
法
定
検
査
が
あ
り
、
定
期
的
に
実

施
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

○
定
期
的
に
保
守
点
検
を

　
装
置
が
適
切
に
働
き
、
き
れ
い
な
処
理

水
を
保
つ
た
め
、
定
期
的
に
槽
内
の
点
検

や
調
整
を
し
ま
し
ょ
う
。
作
業
は
県
知
事

の
登
録
を
受
け
た
保
守
点
検
業
者
に
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。

○
年
１
回
は
槽
内
清
掃
を

　

槽
内
に
た
ま
っ
た
汚お

泥で
い

や
異
物
な
ど

を
取
り
除
き
、
機
器
を
洗
浄
・
清
掃

し
ま
し
ょ
う
。
作
業
は
市
内
の
浄
化

槽
清
掃
業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

○
き
ち
ん
と
法
定
検
査
を

　
浄
化
槽
は
法
定
検
査
を
受
け
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
設
置
後
３
～

８
カ
月
の
間
に
、
正
し
く
設
置
さ
れ
て
い

る
か
検
査
を
受
け
、
そ
の
後
は
年
１
回
、

県
指
定
検
査
機
関
の
水
質
検
査
を
受
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
保
守
点
検
業
者
や
清
掃
業
者
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

な
ぜ
、
単
独
処
理
浄
化
槽
　

じ
ゃ
ダ
メ
な
の
？

　

単
独
処
理
浄
化
槽
は
、
水
洗
ト
イ
レ
の

排
水
し
か
処
理
し
て
い
ま
せ
ん
。
台
所
や

風
呂
な
ど
の
排
水
は
、
未
処
理
の
ま
ま
河

川
な
ど
に
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

一
方
、「
公
共
下
水
道
」
や
「
合
併
処

理
浄
化
槽
」
は
水
洗
ト
イ
レ
の
排
水
と
生

活
排
水
を
浄
化
・
処
理
し
て
い
ま
す（
合

併
処
理
浄
化
槽
は
、
公
共
下
水
道
と
ほ
ぼ

同
等
の
処
理
能
力
を
持
っ
て
い
ま
す
）。

　
単
独
処
理
浄
化
槽
を
使
用
中
の
方
は
、

切
り
替
え
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
浄
化
槽
設
置
、
単
独
処
理
浄
化
槽
撤
去

の
補
助
金
や
、
下
水
道
接
続
・
浄
化
槽
設

置
費
の
融
資
あ
っ
せ
ん
な
ど
、
く
わ
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市ホームページ
「浄化槽」

市ホームページ
「下水道」

美
し
い
水
を
守
る
た
め
に

〜
下
水
道
・
浄
化
槽
を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
〜

く
わ
し
く
は　
下
水
道
課　
下
水
道
管
理
係　
☎
０
２
８
８（
21
）５
１
５
０

く
く

ー 下水道への接続をお願いします ー
　下水道が通っている地域（下水道処理区域内）は、下水道への接続が義務付けられてい
ます。接続は、処理開始決定の日から速やかに行ってください。また、くみ取りトイレ
は３年以内に水洗トイレに改造してください。なお、市の指定を受けた排水設備指定工
事店でなければ、下水道への接続工事はできません。
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